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和幸保育園の運営についての重要事項に関する規程（運営規程） 
 

 
 

  （施設の目的及び運営の方針） 

第１条 社会福祉法人和幸園が設置する和幸保育園 （以下「当園」という。）は、 

 保育が必要な子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とす 

 る。 

２ 当園は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び子ども・子育て支援法 

  （平成２４年法律第６５号）並びに青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する 

 基準を定める条例（平成２４年青森市条例第了４号）及び青森市特定教育・保育 

 施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年青森 

 市条例第２８号）その他の関係法令を遵守して運営する。 
 

  (名称及び所在地) 

第２条 当園の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 (1)名 称 和幸保育園 

 (2)所在地 青森市長島二丁目 1番１２(本園) 

 

 
 

  （提供する保育の内容） 

第３条 当園は、保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）に基づ 

 いて、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、適切な環 

 境を通して、保育を行う。 
 

  (職員の職種、員数及び職務の内容) 

第４条 当園に次のとおり職員を置く。 

 (1)園長 １名 

 (2)主任保育士 １名 

 (4)副主任保育士 7名 

 (5)保育士 22名 

 (6)調理員 2名 

 (7)嘱託医 １名 

 (8)嘱託歯科医 １名 

 (9)管理栄養士 １名 
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 上記職員数は入所児童数等によって変更することがある。また、上記職名以外の 

  職員を園長の判断で配置することがある。（上記には短時間職員を含む） 

２ 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

3 主任保育土は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の保育を 

 つかさどる。 

4 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動等を行う。 

5 保育土は、園児の保育をつかさどる。 

6 嘱託医は、園児の心身の健康に関し、健康相談を行うとともに、健康診断等を 

 行う。 

7 嘱託歯科医は、園児の心身の健康に関し、健康相談を行うとともに、健康診断 

 のうち歯の検査等を行う。 

8 事務職員は、当園の運営管理に必要な事務処理、経理処理等を行う。 

9 上記２から 8 項の詳細、及びその他の職務分担は就業規則第４条別表１の職務 

 分担に定める。 
 

  (開園時間) 

第５条 本園の開園時間は、7 時から２１時までとする。 
 

  (保育を行う日及び行わない日) 

第６条 当園において、通常保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。 

２ 当園の休業日は、次のとおりとする。 

 (1)日曜日 

 (２)１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 (3)国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１7８号)に規定する休日 

 (4)上記(1)から(3)は通常保育における休業日で、一時預かり及び休日保育を除く。 
 

 

 (保育等を行う時間) 

第 7条 当園において、保育を行う時間は、保育標準時間認定を受けた子ともにつ 

 いては 7時から１８時までの１１時間の範囲内で保護者が保育を必要とする時間とし、 

保育短時間認定を受けた子どもについては８時から１６時までの８時間の範囲内で保護 

者が保育を必要とする時間とする。 

２ 前項に定めるもののほか、同項に定める時間以外の時間において、保護者の希 

 望により保育が必要な場合は、下記の通りの範囲内で、時間外保育(延長保育)を行うも

のとする。ただし、休日は休日保育時間帯に限る。 

 (1)保育標準認定を受けた子どもは、次の３つの延長保育の中から、月単位又 
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  は日掛けで申し込み、時間外保育を受けることができる。 

    １ 時間延長 １８時から１９時 

    ２時間延長 １８時から２０時 

    ３時間延長 １８時から２１時 

(2)保育短時間認定を受けた子どもは、次の２つの延長保育と上記の３つの 

  延長保育の中から、月単位で必要な延長保育を組み合わせて受けること 

  ができる。 

    7 時から８時までの１時間 

    １６時から１８時までの２時間 

 

 

  (利用者負担その他の費用等) 

第８条 当園を利用する２号認定子ども及び３号認定子どもの保護者は、当蹟保護 

 者が居住する市町村が定める額の保育料を、当該市町村に支払うものとする。 

 ２ 当園においては、次の表に掲げる費用について、同表に掲げる額の支払いを保護者

から受けるものとする。なお、給食食材費は、原則として、ゆうちょ銀行の口座振替とする。

口座振替が難しい場合は、別途対応することとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※給食食材費の副食については、世帯の所得や家族構成等により免除される場合がある。 
 
 

 (子どもの区分ごとの利用定員) 

第９条 当園の利用定員は、次のとおりとする。 

 (1)2号認定子ども   75 人 

 (2)3 号認定子どものうち、満１歳以上の子ども 

 (3)3 号認定子どものうち、満１歳未満の子ども 

50 人 

25 人 

一時預かり（一般型） 利用料 食事代 

日 額:2,000 円  

昼食・おやつ付き（9 時から 16 時） 

１時間:500 円 

 

1 食 300 円 

延長保育 １時間型・午後６時から午後 7 時まで（おやつ付き） 

 保育料 月額 3,500 円 

 日掛け 日額 1,200 円 

２時間型・午後６時から午後８時まで（夕食付き） 

 保育料 月額 6,000 円 

 日掛け 日額 2,000 円 

３時間型・午後６時から午後９時まで（夕食付き） 

 保育料 月額 6,000 円十 30 分 500 円（午後８時以降） 

 日掛け 日額 2,000 円十 30 分 500 円（午後８時以降） 

給食食材費 

（2号認定こども） 

主食 月額   0 円 

副食 月額 4,７00 円 

 



 

 
 

  (利用の開始) 
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第 10 条 当園の利用については、青森市が行う利用の調整の結果に応じるものとする。 
 

 

 (転園又は退園) 

第１１条 転園又は退園しようとする子どもの保護者は、所定の様式にて園長または青森 

市に願い出るものとする。 
 

  (利用の終了) 

第１２条 当園は、次に掲げる場合に、保育の提供を終了するものとする。 

 (1)2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき 

 (2)2号認定子ども及び３号認定子どもの保護者が、子ども・子育て支援法施行規 

 則(平成２６年内閣府令第４４号)第１条の規定に該当しなくなったとき 

 (3)その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき 

 

  (緊急等における対応方法及び非常災害対策) 

第１３条 当園は、保育の提供中に、園児の健康状態の急変その他緊急事態が生じ 

 たときは、速やかに園児の家族等に連絡するとともに、嘱託医又は子どもの主治 

 医に相談する等の措置を講じる。 

２ 保育の提供により事故が発生した場合は、青森市及び保護者に連絡するとともに、 

必要な措置を講じる。 

３ 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償 

 を速やかに行う。 
 

 

 (非常災害対策) 

第１４条 当園は、非常災害に対する具体的な計画を策定するとともに、一月に一 

 回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。 
 

 

 (虐待の防止のための措置に関する事項) 

第１５条 当園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修等を定期 

 的に行う。 
 

 

(個人情報保護に対する基本方針) 

第１６条 当園が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主 

的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚 

生労働省のガイドラインを厳守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言する。 
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 (利用者の意見・要望・苦情・不満を解決するため仕組み) 

第１7 条 利用者から、当園に対する様々な意見・要望・苦情・不満について、適切な対応と 

その解決を図るため、和幸保育園利用者の意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組み 

に関する規程を定め要綱を園内に掲示すると共に、管理者直通、意見要望専用のメールアドレ

スを開示する。 
 

(利用者との連絡について) 

第１８条 東日本大震災の反省から、緊急時の連絡を目的に携帯メール連絡網シス 

テムを導入。このシステムの定期的運用と共に、ホームページ及びフェイスブック。 

X 等のＳＮＳとの併用で、複数の緊急連絡手段の確保を図る。 
 

 
 
附則 

 本規程は、社会福祉法人和幸園和幸保育園の各種就業規則との整合性を図りつつ、青 

森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24 年青森市条例第７ 

４号)第 16 条第２項の規定により定める。 

 また、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め 

る条例(平成 26 年膏森市条例第 28 号)第 20 条第１項の規定により、[運営規程]をも兼 

ねるものとする。 

 本規程は和幸保育園利用に際し、当園の理解を深めて頂くためのものであり、労働法 

上の就業規則とは対象、目的を別にするものであり、同内容を記していてもその性質は異 

なる。 







 



 

 

 

 

 

 

 





 










